
令和 5 年度鶴岡市交通安全対策会議 会議概要書 
 
１ 日時 令和 5 年 7 月 6 日(木)13:30～14:08 
 
２ 場所 鶴岡市役所別棟 2 号館 21・22・23 会議室 
 
３ 出席者  
  交通安全対策会議委員 17 名（別紙名簿のとおり） 
 （うち代理出席委員 2 名：渡辺亘山形県庄内総合支庁総務企画部長代理 髙橋耕平防災安全室長、

佐藤亨山形県庄内総合支庁建設部長代理 大川哲道路計画課課長補佐） 
市側出席職員（事務局） 

  加藤防災安全課長、齋藤防災安全課専門員、阿部防災安全課主任、板垣コミュニティ推進課主

事、岡本土木課主査 
 
４ 副市長挨拶（抜粋） 

本市における交通事故発生状況につきましては、ここ数年はコロナ禍による外出自粛等の影

響もあり減少傾向でありましたが、ゴールデンウィーク中の 5 月 2 日には、山形自動車道で県

外から来た 5 名の方が死傷する（死者 3 名、重症者 2 名）事故や、6 月 7 日には藤島地域で酒田

市から来た高齢女性が運転する軽自動車が電柱に衝突し 3 名の方が死傷する（死者 1 名）事故

が発生するなど、新型コロナが 2 類相当から 5 類に引き下げられたことから、外出する機会が

増えて本市を訪れる方による交通事故も発生しております。 
本市におきましては、令和 4 年 3 月に皆様からご審議いただき公表いたしました「第 11 次鶴

岡市交通安全計画」に基づいて、少しでもこのような痛ましい事故を減らしていけるよう、関係

機関と協力し、交通安全教育の推進、通学時の安全確保、広報啓発活動に取り組んでいるところ

でございます。 
皆様から忌憚のないご意見、ご指導をいただくことをお願い申し上げ、あいさつとさせていた

だきます。本日はよろしくお願いいたします。 
 
５ 報告・協議事項 
  別紙次第のとおり 
 
６ 会議概要 

（1）令和 4 年度交通安全事業の実施結果について（協議） 
  ・長岐国土交通省酒田河川国道事務所鶴岡国道維持出張所長が、資料 4 に基づいて鶴岡国道

維持出張所関係の交通安全施設等整備事業状況の説明を行う。 
・佐藤国土交通省酒田河川国道事務所月山国道維持出張所長が、資料 5 に基づいて月山国道維



持出張所関係の交通安全施設等整備事業状況の説明を行う。 
・大川庄内総合支庁道路計画課課長補佐が、資料 6 に基づいて庄内総合支庁関係の交通安全 

施設等整備事業状況の説明を行う。 
・竹岡鶴岡警察署交通課長が、資料 7 に基づいて鶴岡警察署管内の交通規制実施状況につい 
て説明を行う。 

・齋藤防災安全課専門員が、市関係の交通安全施設設置状況、交通安全教育の推進、広報・啓 
 発活動、第 11 次鶴岡市交通安全計画について説明を行う。 

（意見：委員） 
・なし 

  

（2）令和 5 年度交通安全事業の実施計画について（協議） 
  ・長岐国土交通省酒田河川国道事務所鶴岡国道維持出張所長が、資料 4 に基づいて鶴岡国道

維持出張所関係の交通安全施設等整備事業計画の説明を行う。 
・佐藤国土交通省酒田河川国道事務所月山国道維持出張所長が、資料 5 に基づいて月山国道維

持出張所関係の交通安全施設等整備事業計画の説明を行う。 
・大川庄内総合支庁道路計画課課長補佐が、資料 6 に基づいて庄内総合支庁関係の交通安全 
 施設等整備事業計画の説明を行う。 
・竹岡鶴岡警察署交通課長が、資料 7 に基づいて鶴岡警察署管内の交通規制実施計画につい 

て説明を行う。 
・齋藤防災安全課専門員が、市関係の交通安全施設設置計画、交通安全教育の推進、広報・啓 
 発活動、第 11 次鶴岡市交通安全計画について説明を行う。 

（意見：委員） 
・鶴岡国道維持出張所所管の東原町地区事故対策事業について、イメージで見ると対策前と対 

策後でだいぶ変化があるようだが、完成の見込みは立っているか。 
（回答：長岐国土交通省酒田河川国道事務所鶴岡国道維持出張所長） 

・まだ事業が始まったばかりで目標イメージが公表されていない。事業的には令和 3 年度か 
ら設計をして今年度から工事着手という形になっている。事業概要についてはホームペー 
ジに記載されております。 

 
  （3）その他 なし 

 
７ 会議資料 
  別添のとおり 

 
 


